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（
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

社
会
保
障
制
度
改
革
推
進
法
案
（
衆
第
二
四
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
安
定
し
た
財
源
を
確
保
し
つ
つ
持
続
可
能
な
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
つ
い
て
、

そ
の
基
本
的
な
考
え
方
そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
を
設
置
す
る
こ
と

等
に
よ
り
、
こ
れ
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

社
会
保
障
制
度
改
革
は
、
自
助
、
共
助
及
び
公
助
が
最
も
適
切
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
家
族
相
互
及
び

国
民
相
互
の
助
け
合
い
の
仕
組
み
を
通
じ
て
そ
の
実
現
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
、
社
会
保
障
の
機
能
の
充
実
と
給
付
の
重
点

化
及
び
制
度
の
運
営
の
効
率
化
と
を
同
時
に
行
い
、
負
担
の
増
大
を
抑
制
し
つ
つ
、
持
続
可
能
な
制
度
を
実
現
す
る
こ
と
等

を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二

国
は
、
一
に
の
っ
と
り
、
社
会
保
障
制
度
改
革
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

三

政
府
は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
以
内
に
、
八

の
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
け
る
審
議
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四

政
府
は
、
今
後
の
公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
等
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
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議
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
年
金
記
録
の
管
理
の
不
備
に
起
因
し
た
様
々
な
問
題
へ
の
対
処

及
び
社
会
保
障
番
号
制
度
の
早
期
導
入
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

政
府
は
、
国
民
負
担
の
増
大
を
抑
制
し
つ
つ
必
要
な
医
療
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
財
政
基

盤
の
安
定
化
、
国
民
の
負
担
に
関
す
る
公
平
の
確
保
等
を
図
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
今
後
の
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

、

、

、

、

。

は

状
況
等
を
踏
ま
え

必
要
に
応
じ
て

社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
に
お
い
て
検
討
し

結
論
を
得
る
も
の
と
す
る

六

政
府
は
、
介
護
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
の
適
正
化
等
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化

及
び
重
点
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
負
担
の
増
大
を
抑
制
し
つ
つ
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

七

政
府
は
、
就
労
、
結
婚
、
出
産
、
育
児
等
の
各
段
階
に
応
じ
た
支
援
を
幅
広
く
行
い
、
待
機
児
童
に
関
す
る
問
題
を
解
消

す
る
た
め
の
即
効
性
の
あ
る
施
策
等
の
推
進
に
向
け
て
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

内
閣
に
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
を
置
く
。
委
員
は
優
れ
た
識
見
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。
委
員
は
国
会
議
員
を
兼
ね
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

九

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

十

政
府
は
、
生
活
保
護
制
度
に
関
し
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。


